
教習所の営業再開について 

 

 

株式会社 藤岡モータースクール 

 

 

平素より藤岡モータースクールの運営にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 政府より発令された緊急事態宣言の解除に伴い、令和２年５月１６日より教習所を再開する運び

となりました。休業期間中における皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 再開するにあたり、感染拡大防止の観点から下記の対応を行います。引き続きご理解、ご協力の

程、よろしくお願い申し上げます。 

 

１、 教習所入り口、受付カウンター等にアルコール消毒液を設置しております。 

 

２、 教習指導員のマスク着用。また指導員が消毒スプレーを常備し、ハンドル、シフトレバー

等を適時消毒いたします。 

 

３、 換気のため待合室・教室・教習車・送迎車の窓を開放いたします。 

 

４、以上のことに加え、状況に応じて随時対応を実施いたします。 

 

 

また、来所される皆様には下記事項の遵守をお願いいたします。 

 

（１）教習所来所時には検温の実施をお願いいたします。（発熱のある方は来所をご遠慮ください） 

 

（２）教習期間中は特別警戒地域等への移動の自粛をお願いいたします。（やむを得ず特別警戒地

域へ移動する場合については、教習所への連絡を徹底し、移動後２週間は予約・来所はお控

えください。） 

 

（３）体調不良があった場合、電話連絡をお願いいたします。 

 

（４）手指の消毒の徹底をお願いいたします。（消毒液は教室、事務所出入口設置してあります） 

 

（５）マスク着用の徹底をお願いいたします。（マスクを未着用の場合、教習等をお断りする場合

があります。） 


